
課コード: 080300 課名称: 健康こども部子育て世代包括支援センター令和3年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業/政策体系ｺｰﾄﾞ

評価事業名称

担当係事業開始年度

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
令和3年度事業量 令和2年度事業量 平成31年度事業量 平成30年度事業量

080300-001

婦人相談員設置事業

児童家庭係01-01-01

結婚・出産・子育ての希望を
叶える

01

ソフト事業（義務）

婦女子からの様々な相談にのり要保護女子の転落未然防止や保護
更生を図る。婦女子に対する相談

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

売春防止法、DV防止
法、北上市婦人相談員
設置規則

5,720

平成3年度

婦人相談員設置事業

女性 相談事業相談件数59件 相談事業相談件数57件 相談事業相談件数40件 相談事業相談件数65件080300-001-01

080300-002

家庭児童相談室設置事業

児童家庭係01-01-02

子どもの健やかな成長を守
る環境づくり

01

ソフト事業（義務）

相談及び指導体制の強化により、すべての子どもが心身ともに健や
かに育つよう援助活動を展開していく。家庭問題、児童養育に関する
相談

一般 法令の努力義務（自治事務）

家庭児童相談室設置
について（昭和39年4
月22日厚生事務次官
通達）

虐待防止ネットワーク
事業（北上市要保護児
童対策地域協議会）

7,292

家庭児童相談室設置事業

児童及び親等 相談事業相談件数66件 相談事業相談件数（新規受理件数）79
件

相談事業相談件数51件 相談事業相談件数42件(仮）080300-002-01

080300-003

虐待対応専門員設置事業

児童家庭係01-01-01

結婚・出産・子育ての希望を
叶える

01

ソフト事業（義務）

虐待対応専門員１名配置子どもとその家庭及び妊産婦の福祉に関
し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他から
の相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に
係る業務を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

児童福祉法、「市区町
村子ども家庭総合支援
拠点」設置運営要綱

3,667

令和２年度

虐待対応専門員設置事業

児童及び親等 相談事業相談件数66件   相談事業相談件数79件※家庭児童相
談室設置事業と同様

080300-003-01

080300-004

母子生活支援施設等入所
措置事業

児童家庭係01-01-01

結婚・出産・子育ての希望を
叶える

01

ソフト事業（義務）

母子家庭の母あるいはこれに準ずる事情のある母子が、経済的な理
由や住居が無い等の事情のため児童の監護が十分できない場合母
と児童をともに入所させ、自立の促進のためにその生活を支援する。
相談面接により、施設への入所措置を実施

一般 法令の努力義務（自治事務）

児童福祉法38条

1,597

平成4年度

母子生活支援施設入所措
置事業

要保護婦女子 利用なし 利用１世帯３人 利用２世帯６人 利用２世帯６人080300-004-01

助産施設入所措置事業

経済的に困窮して
いる妊産婦

利用なし 利用なし 利用なし 利用０人080300-004-02

080300-006

子育て世代包括支援セン
ター設置事業

児童家庭係01-01-02

子どもの健やかな成長を守
る環境づくり

01

ソフト事業（義務）

妊娠期から子育て期に渡るまでの母子保健や専門的な見地から子
育てに関する相談支援事業を実施し、子育て世代への切れ目のない
支援を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

母子保健法、子ども・
子育て支援法 15,894

令和２年度

子育て世代包括支援セン
ター設置事業

妊産婦及び乳幼児  支援プラン作成件数　124件医療機関
 へのケース報告件数　135件母子保健

 医療連絡会開催回数2回妊産婦訪問件
数　延325件、乳児訪問件数324件（再
掲）未熟児19件、相談延件数1766件

 支援プラン作成件数　64件医療機関へ
のケース報告件数115件　　母子医療連
絡会開催数１回

080300-006-01
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フルコスト(千円)

評価事業/政策体系ｺｰﾄﾞ

評価事業名称

担当係事業開始年度

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
令和3年度事業量 令和2年度事業量 平成31年度事業量 平成30年度事業量

080300-007

母子健康手帳交付業務

児童家庭係01-01-01

結婚・出産・子育ての希望を
叶える

01

ソフト事業（義務）

妊娠から就学までの母子の一環した健康記録として活用し、母子の
健康を守り増進を図る。交付及び手帳の使い方、母子保健サービス
について説明

一般 法令の実施義務（自治事務）

母子保健法 北上健康づくりプラン

6,547

平成3年度

母子健康手帳交付業務

妊婦 交付者数　538人 交付者数　573人 交付者数　588人 交付者数　684人080300-007-01

080300-008

児童相談システム管理事業

児童家庭係01-01-02

子どもの健やかな成長を守
る環境づくり

05

ソフト事業（任意）

子ども及び妊産婦の福祉に関し「必要な実情の把握」「情報の提供」
「家庭その他からの相談に応じる」「調査及び指導」「その他必要な支
援」を適切に行うため地域の資源や必要なサービスを有利につない
でいくソーシャルワークを中心とした機能を担う子ども家庭総合支援
拠点の設置に伴い、児童相談システムを導入する。

一般 法令に特に定めのないもの

10,578

令和３年度

児童相談システム管理事
業

児童及び親等 R4.3運用開始080300-008-01

080300-009

里親登録受付

児童家庭係01-01-02

子どもの健やかな成長を守
る環境づくり

01

ソフト事業（義務）

保護者のいない児童等を一時的又は継続的に家庭的な雰囲気の中
で保護し養育する制度で、児童を引き取って養育を希望する親の登
録。里親登録受付

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法27条

989

里親登録受付

里親希望者 登録申請件数２件 登録申請件数４件 登録申請件数１件 登録申請件数１件080300-009-01

080300-010

要保護児童保護事業

児童家庭係01-01-02

子どもの健やかな成長を守
る環境づくり

01

ソフト事業（義務）

家庭環境上養護を要する児童の保護。要保護児童保護（岩手県福祉
総合相談センターへの保護等）

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法　25条の2

11,558

平成3年度

要保護児童保護事業

要保護児童 一時保護20件、施設等措置６件 一時保護28件、施設等措置５件 一時保護19件　施設等措置10件 一時保護８件　施設措置３人080300-010-01

080300-011

国庫・県支出金等過年度返
還金

児童家庭係09-02-04

福祉部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

一般 （未入力）

628
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